
　　関する意見をボトムアップする。

　　睡眠時無呼吸症候群、脳MRI、眼底検査等の精密検査を受けさせ、
　　所見のある者に対して乗務に関する意見を聴取する。

3　輸送の安全に関する連絡体制を確立し、必要な情報と伝達を行う。

4　社長及び安全管理要員は、乗務員とのコミニュケーションを広く図り安全に

2　健康起因による事故を防ぐため、年2回の健康診断を行い、高血圧、心疾患

3　輸送の安全を確保するための目標を定め、それに関する情報を積極的に公表し、
　　お客様に安心と信頼を提供する。
2026年4月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイシン観光バス株式会社

2.「輸送の安全に関する重点施策」
輸送の安全に関する基本方針に基づき、重点的に実施する施策は次のとおり
であります。
1　安全運行に係わる乗務員を対象に、安全教育を年間を通じて実施し、安全に
　対する意識の向上を図ります。

    社長以下、全社員が一丸となって安全確保に取り組むことが最大の責務である。

2　旅客自動車運送事業者の責務として、輸送の安全に関する法令・規則を順守し
　  安全こそが最も重要なサービスあることを社員全員が深く認識し輸送の安全に
      努める。

1　輸送の安全確保が、旅客自動車運送事業者最大の使命であることを深く認識し

2025年度

本報告書は、旅客自動車運送事業運輸規則に基づき安全確保の取組及び安全の
実態について自ら振り返るとともに、広くご理解いただくために公表するもので
あります。

1.「安全に関する基本方針」

Seishin Kanko

運輸安全報告書



目標 結果
0 件 〇
0 件 〇
0 件 〇
3 件 〇
3 件 〇

目標
0 件
0 件
0 件
3 件
3 件

重大事故（死傷・転落・火災）

3.「輸送の安全に関する情報」
2025年度に定めた安全目標と達成状況は次のとおりです。

事　故　内　容 目 標 達 成 状 況 備　　考
0　件

行政処分等の公表　　　　　　　　　0件

有責人身事故
健康起因事故
有責対物事故
自損事故

物損事故２件
軽微な自損事故2件

自動車事故報告規則に該当する事故　0件

0　件
0　件
2　件
3　件

4.「2026年度の安全目標」
事　故　内　容

重大事故（死傷・転落・火災）
有責人身事故
健康起因事故

3　当社における事故発生状況

自損事故

2026年度の安全目標を達成するため、運転者の
安全教育に一層の力を入れ取り組むとともに、健康管理
にも十分な配慮と指導を行ってまいります。有責対物事故

5.「乗務員への安全教育」
MS&ADインターリスク総研の交通アドバイザー
によるセイシン観光バス安全運転せになー開催
1　貸切バスの事故現状(2024年度事故発生統計)
2　交通事故にともなう責任等(民事・刑事・道義)

5　危険の予知と回避の対処

[救急救命講習」
千代田消防署において実施
意識不明者に対してのの処置
AEDの適切な使用方法
胸部圧迫の訓練等



  　7.「乗務員実技訓練の記録」
　
　　　　「救急救命講習・AEDの使用方法」　　　　　　　　　　　「非常扉からの脱出訓練」

　
　　　　　「積雪路でのタイヤチェーン着脱訓練」　　　　 　「非常時の訓練(発煙筒使用方法)」

　

　
　　　　　「リフトバス付バス車椅子乗降訓練」　　　　　   　「勾配の急な坂道での走行訓練」






























